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一
頁

○
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
抄
）

（
端
末
機
器
技
術
基
準
適
合
認
定
）

第
五
十
三
条

第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
認
定
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
登
録
に
係
る
技
術
基
準
適
合
認
定
（
前
条

第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
を
行
い
、
当
該
求
め
に
係
る
端
末
機
器
（
総
務
省
令
で
定
め
る
種
類
の
端
末
設
備
の
機
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
前
条
第

一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
技
術
基
準
適
合
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

登
録
認
定
機
関
は
、
そ
の
登
録
に
係
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
端
末
機
器
に
技
術
基
準
適
合
認
定
を

し
た
旨
の
表
示
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
前
項
（
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
八
条
（
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六

十
五
条
、
第
六
十
八
条
の
二
又
は
第
六
十
八
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
国
内
に
お
い
て
端
末
機
器
又
は
端
末
機
器
を
組
み

込
ん
だ
製
品
に
こ
れ
ら
の
表
示
又
は
こ
れ
ら
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
妨
害
防
止
命
令
）

第
五
十
四
条

総
務
大
臣
は
、
登
録
認
定
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
端
末
機
器
で
あ
つ
て
前
条
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
八
第
三
項
の
表
示
が
付

さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
端
末
機
器
の
使
用
に
よ
り
電
気
通
信
回
線
設
備

を
利
用
す
る
他
の
利
用
者
の
通
信
に
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
妨
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
当
該
端
末
機
器
に
よ
る
妨
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
場
合
）

第
五
十
五
条

登
録
認
定
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
端
末
機
器
で
あ
つ
て
第
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
表
示

が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
第
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
電
気
通
信
回
線
設
備
を
利
用

す
る
他
の
利
用
者
の
通
信
へ
の
妨
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
端
末
機
器
は
、
第
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条

の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
端
末
機
器
に
つ
い
て
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
証
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
の
表
示
）

第
五
十
八
条

認
証
取
扱
業
者
は
、
認
証
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
義
務
を
履
行
し
た
と
き
は
、
当
該
端
末
機
器
に
総
務
省

令
で
定
め
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



二
頁

（
準
用
）

第
六
十
一
条

第
五
十
四
条
の
規
定
は
認
証
取
扱
業
者
に
つ
い
て
、
第
五
十
五
条
の
規
定
は
認
証
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
五
十
四
条
中
「
登
録
認
定
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
認
証
設
計
に
基
づ
く
」
と
、
同
条
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
り
、

及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
八
条
」
と
、
第
五
十
四
条
中
「
は
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
当
該
認
証
設
計
に

係
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
同
一
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
六
十
八
条
の
二

第
五
十
三
条
第
二
項
（
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
八
条
（
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
八
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
端
末
機
器
（
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
一
条
、
前

条
並
び
に
第
百
四
条
第
四
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以

下
「
適
合
表
示
端
末
機
器
」
と
い
う
。
）
を
組
み
込
ん
だ
製
品
を
取
り
扱
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ

た
適
合
表
示
端
末
機
器
に
付
さ
れ
て
い
る
表
示
と
同
一
の
表
示
を
当
該
製
品
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
修
理
業
者
の
登
録
）

第
六
十
八
条
の
三

特
定
端
末
機
器
（
適
合
表
示
端
末
機
器
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
六
十
八
条
の
七
か
ら
第
六
十
八
条
の
九
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
修
理
の
事
業
を
行
う
者
は
、
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
変
更
登
録
等
）

第
六
十
八
条
の
六

登
録
修
理
業
者
は
、
第
六
十
八
条
の
三
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
の
変
更
登

録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
４

（
略
）

（
表
示
）

第
六
十
八
条
の
八

登
録
修
理
業
者
は
、
そ
の
登
録
に
係
る
特
定
端
末
機
器
を
修
理
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
端
末
機
器
に
修

理
を
し
た
旨
の
表
示
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
国
内
に
お
い
て
端
末
機
器
に
同
項
の
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
て
は
な
ら

な
い
。



三
頁

３

登
録
修
理
業
者
は
、
修
理
方
法
書
に
従
い
、
そ
の
登
録
に
係
る
特
定
端
末
機
器
の
修
理
及
び
修
理
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
特
定
端
末
機
器
に
、
第
五
十
三
条
第
二
項
（
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
八
条
（
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
端
末
機
器
に
付
さ
れ
て
い
る
表
示
と
同
一
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
認
定
機
関
の
承
認
等
）

第
百
四
条

総
務
大
臣
は
、
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
端
末
機
器
の
検
査
に
関
す
る
制
度
で
技
術
基
準
適
合
認
定
の
制
度
に
類
す
る
も
の
に
基
づ
い
て
端
末
機
器
の
検
査
、

試
験
等
を
行
う
者
で
あ
つ
て
、
当
該
外
国
に
お
い
て
、
外
国
取
扱
業
者
が
取
り
扱
う
本
邦
内
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
端
末
機
器
に
つ
い
て
技
術
基
準
適
合
認
定

を
行
お
う
と
す
る
も
の
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
事
業
の
区
分
ご
と
に
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

４

第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
五
条
、
第
九
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
四
条
並
び
に
第
九
十
六
条
か
ら
第

九
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
承
認
認
定
機
関
に
つ
い
て
、
第
五
十
四
条
の
規
定
は
承
認
認
定
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
第
八
十
六
条

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
七
条
並
び
に
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
は
総
務
大
臣
が
行
う
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
・
６

（
略
）

７

第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
第
二
項
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
七
条
第
二
項
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
は
承
認
認
定
機
関
が
設
計

認
証
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
七
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
並
び
に
第
六
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規

定
は
承
認
認
定
機
関
に
よ
る
設
計
認
証
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
第
九
十
四
条
並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
承
認
認
定
機
関
が
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業

務
及
び
設
計
認
証
の
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８

（
略
）

（
端
末
機
器
等
の
提
出
）

第
百
六
十
七
条

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
員
に
検
査
を
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
在
の
場
所
に
お
い
て
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
端
末
機
器
又
は
当
該
端
末
機
器
の
検
査
を
行
う
た
め
に
特
に
必
要
な
物
件
が
あ
つ
た
と
き
は
、
登
録
認
定
機
関
に
よ
る
技
術
基
準

適
合
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
端
末
機
器
又
は
当
該
物
件
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
失
を
当
該
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
べ
き
損
失
は
、
第
一
項
の
命
令
に
よ
り
通
常
生
ず
べ
き
損
失
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
認
証
取
扱
業
者
、
届
出
業
者
又
は
登
録
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
、
「
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
外
国
取
扱
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
外
国
取
扱
業
者
に
対
す
る
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
一
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
」
と
す
る
。

６

認
証
取
扱
業
者
が
外
国
取
扱
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
外
国
取
扱
業
者
に
対
す
る
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用



四
頁

に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
」
と
す
る
。

７

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
承
認
認
定
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
者
又
は
承
認
認
定
機
関
に
よ
る
設
計
認
証
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と

あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
百
七
十
四
条

電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
若
し
く
は
工
事
担
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
若
し
く
は
第
六

十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
八
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
、
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
若
し
く
は
第
百
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
計
認
証
を
求
め
る
者
又
は
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
若
し
く
は
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
若
し
く

は
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）



五
頁

○
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
抄
）

第
三
十
一
条

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
（
電
気
通
信
事
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
行
う
者
と
し

て
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業
の
区
分
と
同
一
の
区
分
ご
と
に
登
録
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
端

末
機
器
（
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
端
末
機
器
を
い
い
、
当
該
登
録
を
受
け
て
い
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

技
術
基
準
適
合
認
定
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
認

定
を
登
録
認
定
機
関
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
認
定
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
し
た
技
術
基
準
適
合
認
定
と
、
当
該
登
録
外
国
適

合
性
評
価
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
者
を
登
録
認
定
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
法
第
五
十
三
条

第
二
項
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
百
六
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
登
録
認
定
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
機
器
に

係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
登
録
外

国
適
合
性
評
価
機
関
」
と
、
「
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
付
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
が
端
末
機
器
の
設
計
（
当
該
設
計
に
合
致
す
る
こ
と
の
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
設
計
認
証
（
電
気
通
信
事
業
法
第
五
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
認
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
計
認
証
を
登
録
認
定
機
関
が
し
た
設
計
認
証
と
、

当
該
登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
に
よ
る
設
計
認
証
を
受
け
た
者
を
登
録
認
定
機
関
に
よ
る
設
計
認
証
を
受
け
た
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
法
第
五
十
七
条
か

ら
第
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
十
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
六
十
六
条
第
三
項
並
び
に
第
百
六
十
七
条
第
四
項
及
び
第
六

項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
登
録
認
定
機
関
」
と
あ
る
の
は
、

「
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規

定
す
る
登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
十
二
条

前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
電
気
通
信
事
業
法
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項
、
第
六
十
条
第
二
項
、
第
六
十
二
条
第
四

項
、
第
六
十
八
条
の
二
、
第
六
十
八
条
の
八
第
三
項
、
第
百
六
十
六
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
百
六
十
七
条
第
三
項
、
第
百
六
十
八
条
並
び
に
第
百
七
十
一
条
の

規
定
（
同
法
第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
五
十
三
条
第
三
項
中
「
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「
相
互
承
認
実
施
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
「
第

百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
同
法
第
六
十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
八
条
の
八
第
三
項
中
「
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
「
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
」

と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


